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平成 年 月 日（金）

号外第 号

15 12 26

173

毎週火 金曜日発行･

公布 規則

◇ 鳥取県男女共同参画推進条例施行規則 一部 改正 規則（ ）

（男女共同参画推進課）………………………………………………………………………………

鳥取県会計規則 一部 改正 規則（ ）（審査課）……………………………………………

◇鳥取県男女共同参画推進条例施行規則 一部 改正 規則

推進員 職務 遂行 関 事項 定 規定 削 。（第 条、第 条～第 条関係）

他所要 規定 整備 行 。

規則 、公布 日 施行 。

◇鳥取県会計規則 一部 改正 規則

収納金集計票 納付日 欄 記入 係 留意事項 、所要 改正 行 。（様式第

号）

規則 、平成 年 月 日 施行 。

鳥取県男女共同参画推進条例施行規則 一部 改正 規則 公布 。

平成 年 月 日

鳥取県知事 片 山 善 博

鳥取県男女共同参画推進条例施行規則 一部 改正 規則

鳥取県男女共同参画推進条例施行規則（平成 年鳥取県規則第 号） 一部 次 改正 。

次 表 改正前 欄中条 表示 下線 引 条（以下「移動条」 。） 対応 同表 改正後 欄

中条 表示 下線 引 条（以下「移動後条」 。） 存在 場合 、当該移動条 当該移動後条

、移動条 対応 移動後条 存在 場合 、当該移動条（以下「削除条」 。） 削 。

次 表 改正前 欄中下線 引 部分（条 表示及 削除条 除 。以下「改正部分」 。） 対応

同表 改正後 欄中下線 引 部分（条 表示 除 。以下「改正後部分」 。） 存在 場合

、当該改正部分 当該改正後部分 改 、改正部分 対応 改正後部分 存在 場合 、当該改正
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改 正 後 改 正 前

（推進員 任命）

第 条 略

（推進員 職務 遂行方法）

第 条 推進員 、 独立 職務 遂行

。 、次 掲 事項 決定 、合議 行

。

（ ） 職務 執行 方針 関 。

（ ） 条例第 条第 号又 第 条第 項 規定 基

勧告 行 。

（ ） 条例第 条第 号 規定 基 意見 述

。

（ ） 条例第 条第 項 規定 基 意見 公表

。

（ ） 他推進員 合議 結果合議 決定

事項 関 。

（申出 方法）

第 条 略

（審査 行 申出）

第 条 推進員 、次 各号 該当 事項

係 申出 、審査 行 。

（ ） 裁判所 係争中 事案及 判決 確

定 事案 関 事項

（ ） 行政庁 審理中 不服申立 係 事案

及 裁決等 確定 事案 関 事項

（ ） 雇用 分野 男女 均等 機会及 待遇

確保等 関 法律（昭和 年法律第 号）第

条第 項 規定 紛争 解決 援助又 同法

第 条第 項 規定 調定 対象 事項

（ ） 条例又 規則 規定 基 推進員 行為

関 事項

（ ） 前各号 掲 、推進員 審査

適当 認 事項

推進員 、条例第 条第 項 規定 申出 、

条例第 条第 項 規定 通知 日

日 経過 日以降 、当該

申出 受理 。 、 日 経過

正当 理由 推進員 認

、 限 。

推進員 、前 項 場合 、申出

審査 旨又 申出 受理 旨及 理由

、当該申出 者 対 通知 。

（審査開始 通知等）

（推進員 任命）

第 条 略

（申出 方法）

第 条 略
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第 条 推進員 、申出 審査 開始

旨 苦情 係 施策 行 県 機関（条例第 条

第 項 規定 基 申出 、知事）及 関

係者 通知 。 、条例第 条第

項 規定 基 申出 審査 開始 場合

、関係者 通知 、又 審査開始後 通知

適当 認 、通知 、又

審査開始後 通知 。

推進員 、条例第 条第 項 規定 県 機関

対 報告又 資料 提出 要求 行 、書

面 行 。

（勧告及 意見 公表 通知）

第 条 推進員 、条例第 条第 号若 第 条第

項 規定 勧告 、条例第 条第 号 規定

意見 述 、又 条例第 条第 項 規定

意見 公表 場合 、当該勧告等 係 事

項 条例第 条 基 申出 者

、 内容 当該申出 者 通知

。

推進員 、条例第 条第 項 規定 意見 公

表 行 、関係 県 機関 内容

通知 。

（申出 処理状況等 報告等）

第 条 推進員 、毎年度 回以上、申出 処理 状況

及 関 所見等 係 報告書 作成 、知事

提出 、 公表 。

（身分証明書）

第 条 推進員 、条例第 条第 項 規定 職務

行 場合 、 身分 示 別記様式 証明書 携

帯 、関係者 請求 、 提示

。

（委任）

第 条 略

別記様式（第 条関係）

（表）

略

（裏）

鳥取県男女共同参画推進条例（抜粋）
略
鳥取県男女共同参画推進条例施行規則（抜粋）

（身分証明書）
第 条 推進員 、条例第 条第 項 規定 職務

行 場合 、 身分 示 別記様式 証明書

（身分証明書）

第 条 条例第 条第 項 規定 職務 行 推進員

身分 示 証明書 、別記様式 。

（委任）

第 条 略

別記様式（第 条関係）

（表）

略

（裏）

鳥取県男女共同参画推進条例（抜粋）
略
鳥取県男女共同参画推進条例施行規則（抜粋）

（身分証明書）
第 条 条例第 条第 項 規定 職務 行 推進
員 身分 示 証明書 、別記様式
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を し から があったときは これを

しなければならない

る 携帯 、関係者 請求 、

提示 。

。

附 則

規則 、公布 日 施行 。

鳥取県会計規則 一部 改正 規則 公布 。

平成 年 月 日

鳥取県知事 片 山 善 博

鳥取県会計規則 一部 改正 規則

鳥取県会計規則（昭和 年鳥取県規則第 号） 一部 次 改正 。

様式第 号 次 改 。
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の を する をここに する
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の を のように する

を のように める
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（ ）
収 納 金 集 計 票

（鳥 取 県 公 金）

１

０
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12

90
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12 17 18 23
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39 41 42 47

01 06

02 07

04 08

05 09

金 融 機 関 ー 分類区分

収 納 日 納 付 日

領収済通知書

枚 数

枚

金 額

円

指定金融機関

受 入 店 番
指定金融機関受入日

記

入

例

指定金融機関 取扱店舗・指定代理金融機関 取扱店舗・収納代理金融機関 取

扱店舗（株式会社 銀行 県外 取扱店舗 除 。）以外 金融機関 店舗

収納日 記入

一般会計県税（ＯＣＲ） 特別会計（ＯＣＲ）

一般会計県税（ ） 特別会計（ ）

一般会計税外（ＯＣＲ） 歳入歳出外現金（ＯＣＲ）

一般会計税外（ ） 歳入歳出外現金（ ）

コ ド

の の の

みずほ の の を く の の

での を

パンチ パンチ

パンチ パンチ

様式第 号（第 条関係）11 27
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（ ）
収 納 金 集 計 票

（鳥 取 県 公 金）

発行所 鳥取県鳥取市東町一丁目 鳥 取 県 【定価 部 月 円（送料 含 ）】
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91
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金 融 機 関 ー 分類区分

（自動車税）

収 納 日 納 付 日

領収済通知書

枚 数

枚

金 額

円

指定金融機関

受 入 店 番
指定金融機関受入日

記 入 例

指定金融機関 取扱店舗・指定代理金融機関 取扱店舗・収納代理金融機関 取

扱店舗（株式会社 銀行 県外 取扱店舗 除 。）以外 金融機関 店舗

収納日 記入

コ ド

の の の

みずほ の の を く の の

での を

220 2,200か を む｡

古紙配合率 ％再生紙 使用100 を しています

(URL:http://www.pref.tottori.jp)

附 則

規則 、平成 年 月 日 施行 。この は から する16 １ １


